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PDM Ver.3                           

改定年月日：2010 年 3 月 31 日 

プロジェクト名 コモエ県における住民参加型持続的森林管理計画 

協力期間 5 年（2007 年 7 月から 2012 年 6 月） 

受益国における実施機関 ブルキナファソ国環境・生活環境省、次官室、自然保全総局、森林局、カスカード州局、コモエ県局 

 

協力機関 カスカード州庁、コモエ県庁、バンフォラ、ティエフォラ、シデラドゥグ及びスバカニエドゥグのコミューン、農業・給水・水産省カスカード州局、動

物資源省カスカード州局、女性地位向上省カスカード州局、財務経済省国際協力総局 

プロジェクト・エリア ブヌナ、トゥムセニ、グァンドゥグ、コングコ指定林及びその隣接地域 

対象グループ 4 つの対象指定林隣接地域の住民、森林行政機関職員 

 

要約 指標 入手手段 外部条件 

上位目標 - 対象 4指定林においてプロジェクトで導入された活動

が、策定された森林整備事業計画に則って GGF／UGGF に

より持続的に実施される。  

- GGF 及び UGGF 活動報告書 

- 技術機関モニタリング／監督報告書 

- カスカード州の指定林状況調査報告書 

- 成果品の現物 

- 参加型持続的森林

管理に係る国家政

策が継続される 
プロジェクト対象となった 4 指定林において地

域住民による参加型で持続的な森林管理が実践

される  

プロジェクト目標 プロジェクト開始時に比べ、 

- 対象指定林において、GGF／UGGF による森林管理活動の

基礎となるゾーニングが明確にされる。 

- 各対象指定林の整備目標が明確に設定され、その目標に

沿った森林管理活動が GGF／UGGF により継続的に実施

される 

- GGF 及び UGGF 活動報告書 

- 技術機関モニタリング／監督報告書 

 

- カスカード州の社

会経済状況が悪化

しない 

- 対象４指定林の PAG

がブ国政府により

承認される 

対象となる 4 つの指定林(ブヌナ、トゥムセニ、

グァンドゥグ、コングコ)において、森林管理住

民組織(GGF)及び住民組織連合(UGGF)を通じて、

地域住民による持続的森林管理を目指した活動

が行われるようになる 

アウトプット - プロジェクト関係森林官が参加型持続的森林管理の研

修を少なくとも中央レベルで 4回、地方レベルで 6回受

け、効率よく地域関係者と協働する。 

- 能力評価簡易報告書 

- 研修評価報告書 

- プロジェクト定期報告書 

- 森林資源に影響を

及ぼしえる自然災

害が発生しない 

- 全てのレベルでの

ガバナンスが良好

に保たれる 

- プロジェクト対象

地域において安全

が確保される 

1. 住民が参加型で持続的な森林管理を行えるよ

う、中央・地方の森林行政機関の支援能力が向

上する 

2. 対象村落において、GGF 及び UGGF の持続的森

林管理に関する能力が向上する  

- 27GGF 及び 4UGGF が新規設置又は再活性化される。 

- GGF 及び UGGF が研修で得た技術を活用し、森林管理活

動を開始する。 

- プロジェクト定期報告書 

- GGF 及び UGGF の認定証 

- GGF 及び UGGF 活動報告書 

3. 地域住民の生活状況が改善される - 対象指定林関連の GGF が木材及び非木材林産物を活用

した所得創出活動を開始する。 

- GGF が活動に要する資機材等への再投資を行う。 

- プロジェクト定期報告書 

- 中間評価報告書 

4. 対象とする 4つの指定林において、森林整備

事業計画(PAG)が順次策定され、開始される 

- 対象指定林毎に１計画、合計 4つの PAG が策定される。

- 南スーダン気候帯における森林整備方法論ガイドが作

成される。 

- 地域住民向け参加型持続的森林管理実践マニュアルが

少なくとも 8 種類作成される。 

- GGF/UGGF が継続的に少なくとも 4種類の森林管理活動

の技術を習得し、PAG に則って活動を開始する。 

- MECV での修正 PAG  

- 南スーダン気候帯における森林整備方法

論ガイド 

- 地域住民向け参加型持続的森林管理実践

マニュアル 

- プロジェクト定期活動報告書 
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要約 指標 入手手段 外部条件 

5. 持続的な森林管理を行うために、地方行政機

関及びプロジェクトに関係する国の出先機関

の関係者(地域関係者)と森林行政機関との協

力関係がより深まる 

- 地域関係者及び関係省庁関係者との協議会を少なくと

も毎年、年 3 回開催する。 

- プロジェクトと州局との間で提携協定が締結される。 

- 地域の民間企業との連携関係が構築される。 

- 協議会合簡易報告書 

- プロジェクト定期報告書 

- 提携合意書、契約書 

 

活動   

- 既存資料及び報告書(コピー又はオリジナル)を収集

し、検討する  

 

- 収集資料リスト 

- プロジェクト定期報告書 

 

A0.1. 実施済み調査及び類似プロジェクトの成

果をレヴューする  

A0.2. 地方レベルにプロジェクト事務所を設け、

活動実施に必要な人的、物的資源を配置する 

- プロジェクトに事務所を配置する。 

- プロジェクトがプロジェクト支援スタッフを 5 名雇

用する。 

- プロジェクトに車両、情報機器、事務機器などプロジ

ェクト活動に必要な資機材を配置する。 

- 事務所備品リスト  

- プロジェクト定期報告書 

- 業務契約書 

- 就業記録 

- 現物 

 

A0.3. プロジェクト実施コーディネーション・

メカニズムを設置する   

- ナショナル・コーディネーター1名を配置する。 

- 省令により合同調整委員会を設置し、年 2 回開催す

る。 

- ナショナル・コーディネーター任命に

係る省令 

- 合同調整委員会設置に係る省令 

- プロジェクトの報告書又は簡易報告書

 

A1.1. 能力向上を目的として、中央・地方森林

行政機関の技術的、組織的能力現状を評価する。

- 自己評価会を中央レベル１回、地方レベル１回開催す

る。 

- 自己評価会には少なくとも中央レベル 10 人、地方レ

ベル 10 人の森林官が参加する。   

- 森林官能力評価簡易報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

A1.2. 森林行政当局に対して参加型森林整備事

業計画策定及び実施に係る研修とワークショッ

プを実施する。 

- 研修会を中央レベル 2回、地方レベル 2 回実施する。

- 研修は少なくとも２つのテーマを扱う。 

- 研修会には少なくとも中央レベル延べ 20名(10名ｘ2

回)、地方レベル延べ 20 名(10 名ｘ2回)の森林官が参

加する。 

- 研修報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

A1.3.森林官向け参加型持続的森林管理技術に係

る研修を実施する。 

- 研修会を地方レベル 2回実施する。 

- 研修会には少なくとも延べ 20 名(10 名ｘ2 回)の森林

官が参加する。 

- 研修報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

A1.4.森林官向け参加型持続的森林管理活動の

モニタリング・評価に係る研修を実施する 

- 研修会を中央レベル 1回、地方レベル 1 回実施する。

- 研修会には少なくとも中央レベル 10 名、地方レベル

10 名の森林官が参加する。 

- 研修報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

A1.5.森林官チーム1が定期モニタリング／コン

トロールを実施する。 

- モニタリングは四半期ごとに 1回、年 4 回実施する。 - モニタリング報告書(モニタリングチ

ーム作成) 

 

A2.1. 既存 GGF 及び UGGF の現在の技術、組織能

力を評価する 

- 評価会合が1村あたり1回の割合で24回実施される。 - 評価会合簡易報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

                                           
1 森林官チームの構成：カスカード州局長、コモエ県局長、森林局森林整備部代表 1 名及び生態モニタリング・統計局代表 1 名 
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要約 指標 入手手段 外部条件 

A2.2. プロジェクト関連村落の既存 GGF 及び

UGGF の技術、組織能力を強化する 

- 研修会は 2回実施する。 

- 既存の 13GGF の執行部を刷新する。 

- 研修は記録・会計及び計画立案の２つのテーマで行

う。 

- 研修報告書 

- プロジェクト定期報告書 

- GGF 総会議事録 

 

A2.3. 4 指定林隣接の村落及び村落グループに

おいて新規 GGF 及び UGGF の設立を推進する 

- 新規に 14 の GGF、またグァンドゥグ指定林及びコン

グコ指定林それぞれに UGGF を新設する。 

- プロジェクト定期報告書 

- GGF 設置議事録 

- 認定証 

 

A2.4. 森林管理技術(苗畑、植林、野火管理、薪

材生産、棒材・工芸品用材、用材生産、製炭、

非木材林産物生産など)に係る研修を実施する2 

- 研修会は8つのテーマで各GGF対象に少なくとも1回

実施する（研修回数は延べ 216 回） 

- 研修会には少なくとも 1 回 10 人の GGF 会員が参加す

る（参加者数は延べ 2160 名） 

- 研修報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

A2.5. GGF 及び UGGF 向けに林産物の交渉、販売

技術に係る研修を実施する  

- 研修は少なくとも１GGF1 回の延べ 27 回実施する。 

- 研修会には少なくとも 1 回 10 名、延べ 270 名の GGF

会員が参加する。 

- 研修報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

A2.6. GGF 及び UGGF 向けにモニタリング・評価

に係る研修を実施する  

- 研修は少なくとも 1GGF1 回の延べ 27 回実施する。 

- 研修には少なくとも 1 回 10 名、延べ 270 名の GGF 会

員が参加する。 

- 研修報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

A3.1. 地域住民の優先社会経済インフラストラ

クチャー及び施設に関するニーズを調査し、そ

の実現可能性を分析する 

- 実施可能性記述を含むニーズリストが作成される。 - プロジェクト定期報告書  

A3.2. 木材及び非木材資源の活用を目的とする

活動を計画し、実施する 

- GGF 会員が挙げた活動の中から、少なくとも 6種類の

活動3を計画し、実施する。 

- 立案された計画 

- プロジェクト定期報告書 

- 品質が向上した製品 

 

A3.3. 地域住民のために採択された社会経済優

先ニーズ充足を目的とする活動を計画し、実施

する 

- GGF 会員が挙げたインフラの中から、少なくとも１つ

のインフラ整備を計画し、実施する。 

- 策定された計画 

- プロジェクト定期報告書 

- 成果現物 

 

A4.1. 各指定林の整備事業計画を作成する - 指定林ごとに 1つの PAG、延べ 4つの PAG を作成する。 - 承認済み PAG 

- プロジェクト定期報告書 

 

A4.2. 策定済み PAG に則って森林管理活動を開

始する 

- 2009 年 10 月から PAG の策定を順次開始され、計画に

則った具体的な活動が 2010 年 10 月から開始される。

- プロジェクト定期報告書 

- 成果現物 

 

A4.3. 森林官向けに南スーダン気候帯地域にお

ける森林整備方法論ガイドを作成する 

- ガイドが作成される。 - ガイド文書 

- プロジェクト定期報告書 

- 承認ワークショップ報告書 

- 作成協議会合簡易報告書 

 

A4.4. 参加型森林管理に関する地域住民に適し

た実践的ガイドを作成する 

- 実践ガイドが少なくとも 8 種類作成される。 - マニュアル文書 

- プロジェクト定期報告書 

 

                                           
2 実施形態は現地コンサルタントへの再委託及び技術機関職員を講師とするプロジェクト直営方式で行う 
3 薪生産、木炭生産、シアバター品質向上、薬用植物活用、近代養蜂、スンバラ品質向上 
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要約 指標 入手手段 外部条件 

A5.1. 地方行政機関並びに関連部局に本プロジ

ェクトを紹介するためセミナーを開催する  

- 地域関係者セミナーを年 1 回、延べ 5回開催する。 

- 地域関係者セミナーには少なくとも 80 名が参加す

る。 

- セミナー報告書 

- プロジェクト定期報告書 

 

ブ国において住民参

加型持続的森林管理

に係る政策が存在す

る。 A5.2. 技術協議、活動報告書、各種情報伝達経

路を通じてプロジェクトに係る意見交換を行

い、情報を広める 

- 合同調整委員会は年 2回、延べ 10 回開催する。 

- 各種活動報告書は少なくとも 29 回作成する。  

- 《ニュースレター》は 12 回発行する。 

- 研修旅行は 3 回実施する。 

- プロジェクト定期報告書 

- 合同調整委員会報告書 

- 発行済み《ニュースレター》 

- 研修旅行簡易報告書 

- 検討ワークショップ報告書 

A5.3. コミューン開発計画の森林部門に係る森

林官の監理活動を支援する 

- 森林官は少なくとも四半期に 1回、年に 4回、関連コ

ミューンが作成するコミューン開発計画に含まれる

森林セクターの活動監理を行う。 

- 監理報告書 

- プロジェクト定期報告書 

- 成果現物 

【投入】 

日本側： 

 専門家 

- チーフアドバイザー 

- 参加型森林管理 

- 業務調整 

- その他：効果的なプロジェクト実施のために必要性に応じて派遣する 

 機材供与 

- 四輪駆動車 

- オフロードバイク 

- 森林管理に必要な機材 

- 住民の生計向上新活動に必要な機材 

- その他の必要な機材 

 本邦研修 

 

 

 

 

ブルキナファソ側： 

 プロジェクトの主要なカウンターパート 

- 森林局長 

- カスカード州局長 

- コモエ県局長 

- ナショナル・コーディネーター 

- 森林官 

 支援要員 

- 秘書 

- メッセンジャー 

- 運転手 

- 守衛 

 施設・設備 

- プロジェクト実施に必要な建物（事務所と倉庫） 

- プロジェクト実施のための水道、電気 

- 必要に応じて双方で合意したその他の設備 

 運営管理コスト 
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別添資料2

Plan of Operation
ブルキナファソ国「コモエ県における住民参加型持続的森林管理計画」

：実施 ：随時実施 PDM Version 3対応

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月

0-1 過去の調査やプロジェクトをレビューす
る

日本人専門家、NC

0-2

プロジェクト実施のために必要なプロ
ジェクトの現地事務所、必要な人員、資
機材の設置を行う。

DREDD、CA、Difor

0 3 プロジェクト実施のための調整機能を整
DGCN DiFor

備考（第3年次以降の日本側の追加対応措置）
2008 2012

担当責任者
2009

ブルキナファソ国「コモエ県における住民参加型持続的森林管理計画」

0.準備期間

活動
20112007 2010

0-3
える。

DGCN, DiFor

1-1
能力強化を図るため、中央・地方の森
林行政機関の技術・組織能力に関して
現状を分析する。

DREDD
DPEDD

1-2
中央・地方の森林行政機関に対して、
参加型で持続的な森林管理の計画と実
践に関する研修やワークショップを実施
する

DiFor
DREDD
DPEDD

1-3
地方森林官に対して、参加型で持続的
な森林管理技術に関する研修を実施す
る。

DREDD
DPEDD

1-4
参加型で持続的な森林管理を行うため
のモニタリング及び評価に関する研修
を実施する。

DREDD
DPEDD

1-5
森林官チームによる定期モニタリング実
施を推進する。 DREDD

DPEDD

森林官のGGF活動モニタリングに関して、プロジェクトは
中央及び州局、県局の森林官だけでなく、郡森林官に
ついても支援を行う。

1.「住民が参加型で持続的な森林管理を行
えるよう、中央・地方の森林行政機関の支

援能力が向上する。」

 

1/3
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Plan of Operation
ブルキナファソ国「コモエ県における住民参加型持続的森林管理計画」

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月
備考（第3年次以降の日本側の追加対応措置）

2008 2012
担当責任者

2009
活動

20112007 2010

2-1
GGF及びUGGFの現状の技術的、及び
組織的能力を分析する。

DREDD
DPEDD

2-2
対象指定林周辺村落において、既存の
GGF及びUGGFの組織的能力を向上さ
せる。

DREDD
DPEDD

2-3
対象指定林周辺村落のうち、組織が未
設立の地域において、新規のGGF及び
UGGFの設立を支援する。

DREDD
DPEDD

2 4

GGF及びUGGFに対して、森林管理技
術向上のための研修（苗畑、植林、森
林火災対策、薪炭材、炭、木材、非木材
林産物ほか）を実施する （実施形態は

DREDD

2.　「対象村落において、GGF及びUGGFの
持続的森林管理に関する能力が向上す

る。」

2-4 林産物ほか）を実施する。（実施形態は
現地コンサルタントへの再委託及び技
術機関職員を講師とするプロジェクト直
営方式）

DPEDD

2-5
GGF及びUGGFに対して、林産物等を
有利に流通・販売するための研修を実
施する。

DREDD
DPEDD

2-6
地域住民に対して森林保全に関する啓
発を実施する。

DREDD
DPEDD

2-7
 GGF及びUGGFに対して、自分たちの
活動をモニタリング・評価するための研
修を実施する。

DREDD
DPEDD

3-1
地域住民の社会経済ニーズを把握し、
その実現可能性を確認する。 DPECV

3-2
地域住民が木材及びその他森林資源
を有効利用するための活動を計画
し、実施する。

DPECV
木材林産物(薪、木炭）の生産、流通に係る関係者会合
を2010年10月に開催予定

3-3
その他地域住民の社会経済ニーズに
見合った生産向上活動を計画し、実施
する

DPECV

3.「地域住民の生活状況が改善される。」
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別添資料2

Plan of Operation
ブルキナファソ国「コモエ県における住民参加型持続的森林管理計画」

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月
備考（第3年次以降の日本側の追加対応措置）

2008 2012
担当責任者

2009
活動

20112007 2010

4-1

各対象指定林におけるPAGを、活動3-
2を踏まえ策定する。

DPEDD

4指定林の森林整備事業計画（PAG）素案を第3年次に
作成
州レベルのPAG素案検討ワークショップを2010年10月
に開催予定
中央レベルのPAG原案検討ワークショップを2011年2月
に開催予定
国土整備県委員会（PAGの第1承認ステップ）の会議を
2011年5月に開催予定

4-2
策定された各PAGに従って、森林管理
活動を実践していく。 DPEDD

GGFレベルではPAGの内容を先取りする形で活動を実
施。現地での森林整備事業（整備単位界伐開など）は
第4年次、第5年次に実施。

4 3
（コモエ県の属する）南スーダン気候帯
において現場森林官が活用できるPAG DREDD

4.「対象とする４つの指定林において、森林

整備事業計画（PAG）が順次策定され、開
始される。」

4-3 において現場森林官が活用できるPAG
策定のガイドラインを作成する。 DPEDD

4-4
地域住民を対象とした、PAGに沿った
森林管理活動に関するマニュアルを作
成する。

DREDD
DPEDD

5-1
地域関係者に対して、プロジェクトの概
要を説明するセミナーを開催する。 DREDD

DPEDD

5-2

技術会合、活動報告等、さまざまなチャ
ネルを通して、地域関係者をプロジェク
ト活動に巻き込み、情報の発信、交換を
行う。

DREDD
DPEDD

5-3

コミューン開発計画の森林部門に係る
森林官の監理活動を支援する。

DREDD
DPEDD

コミューンの森林活動への支援として、第3年次より郡
森林官による技術支援をプロジェクトが支援。
第4年次及び第5年次に、コミューン関係者(市長、関係
村議員など）への研修を、プロジェクトの支援により州局
長又は県局長を講師として実施。

5.「持続的な森林管理を行うために、地方行
政機関及びプロジェクトに関係する国の出
先機関の関係者（地域関係者）と森林行政

機関との協力関係がより深まる。」
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